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建
設
業
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○

建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
金
額
）

（
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
金
額
）

第
二
条

法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
四
千
万
円
と
す
る
。

第
二
条

法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
三
千
万
円
と
す
る
。

た
だ
し
、
同
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
設
業
が
建
築
工
事
業
で
あ
る
場
合
に

た
だ
し
、
同
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
設
業
が
建
築
工
事
業
で
あ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
六
千
万
円
と
す
る
。

お
い
て
は
、
四
千
五
百
万
円
と
す
る
。

（
法
第
二
十
四
条
の
七
第
一
項
の
金
額
）

（
法
第
二
十
四
条
の
七
第
一
項
の
金
額
）

第
七
条
の
四

法
第
二
十
四
条
の
七
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
四
千
万
円
と

第
七
条
の
四

法
第
二
十
四
条
の
七
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
三
千
万
円
と

す
る
。
た
だ
し
、
特
定
建
設
業
者
が
発
注
者
か
ら
直
接
請
け
負
つ
た
建
設
工
事
が
建

す
る
。
た
だ
し
、
特
定
建
設
業
者
が
発
注
者
か
ら
直
接
請
け
負
つ
た
建
設
工
事
が
建

築
一
式
工
事
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
六
千
万
円
と
す
る
。

築
一
式
工
事
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
四
千
五
百
万
円
と
す
る
。

（
専
任
の
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
を
必
要
と
す
る
建
設
工
事
）

（
専
任
の
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
を
必
要
と
す
る
建
設
工
事
）

第
二
十
七
条

法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
重
要
な
建
設
工
事
は
、
次
の

第
二
十
七
条

法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
重
要
な
建
設
工
事
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
設
工
事
で
工
事
一
件
の
請
負
代
金
の
額
が
三
千
五

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
設
工
事
で
工
事
一
件
の
請
負
代
金
の
額
が
二
千
五

百
万
円
（
当
該
建
設
工
事
が
建
築
一
式
工
事
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
七
千
万
円

百
万
円
（
当
該
建
設
工
事
が
建
築
一
式
工
事
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
千
万
円

）
以
上
の
も
の
と
す
る
。

）
以
上
の
も
の
と
す
る
。
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略
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一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）


